
全
骨
格
標
本
と
し
て
阪
大
歯
学
部
に
寄
贈
さ
れ
保
存
さ
れ
て
い
る
。

（
奈
良
佐
保
女
学
院
短
期
大
学
）

前
回
の
総
会
に
お
い
て
、
演
者
は
明
治
初
期
に
お
け
る
御
雇
外
国

人
医
学
教
師
が
、
ど
の
よ
う
な
法
令
に
よ
り
、
身
分
及
び
生
活
を
規

制
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
今
回
の
報
告
は
前
回
、

報
告
で
き
な
か
っ
た
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
以
降
の
、
御
雇
外
国
人

医
学
教
師
に
関
す
る
法
令
を
中
心
と
し
て
、
考
察
を
進
め
た
第
二
報

で
↑
の
る
。

前
回
、
報
告
し
た
よ
う
に
御
雇
外
国
人
に
関
す
る
明
治
期
最
初
の

法
令
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
八
月
二
十
二
日
に
行
政
官
か
ら
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
諸
藩
に
お
い
て
勝
手
に
外
国
人

を
雇
入
れ
る
こ
と
を
禁
じ
、
雇
入
れ
の
際
に
は
外
国
官
に
許
可
を
得

る
よ
う
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
外
国
官
と
い
う
の
は
外
務
省

の
前
身
と
な
る
中
央
官
庁
で
、
明
治
元
年
閏
四
月
二
十
一
日
に
設
け

39

明
治
期
御
雇
外
国
人
医
学
教
師
関
係
法

に
つ
い
て
（
第
二
報
）

一
局
｛
女
徳
川
一
十

（85）281



ら
れ
、
外
交
・
貿
易
・
開
拓
な
ど
の
事
務
を
司
っ
た
。
外
務
省
と
な

る
の
は
同
二
年
七
月
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。

以
後
、
大
政
官
な
ど
中
央
官
省
よ
り
多
数
の
法
令
が
出
さ
れ
た
。

医
学
教
師
を
統
轄
す
る
立
場
の
文
部
省
は
、
同
五
年
と
同
六
年
の
二

年
間
だ
け
で
御
雇
外
国
人
に
つ
い
て
二
十
以
上
の
法
令
を
出
し
て
お

り
、
そ
の
法
令
の
内
容
が
外
国
教
師
の
教
授
す
る
医
学
教
則
や
、
雇

入
条
約
規
則
書
及
び
雇
入
方
心
得
が
中
心
で
あ
る
点
か
ら
、
こ
の
時

期
が
御
雇
外
国
人
医
学
教
師
関
係
法
第
一
の
整
備
期
で
あ
っ
た
と
考

蕊
え
た
。

同
十
年
二
月
三
日
に
出
さ
れ
た
大
政
官
達
は
、
外
国
人
を
雇
入
れ

る
際
に
約
定
書
草
案
を
外
務
省
に
差
出
す
に
は
及
ば
ず
、
と
い
う
内

容
で
、
そ
れ
ま
で
政
府
が
握
っ
て
い
た
外
国
人
雇
入
等
に
関
す
る
最

終
的
な
権
限
が
、
各
省
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
同
十

年
の
法
令
を
境
と
し
て
、
外
国
人
雇
用
に
関
し
て
の
法
令
数
は
減
少

し
て
い
く
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
同
十
年
を
御
雇
外
国
人
医
学
教
師

関
係
法
の
第
二
の
整
備
期
と
し
て
捕
え
た
。

今
回
の
報
告
で
は
、
明
治
十
年
以
降
に
出
さ
れ
た
御
雇
外
国
人
教

師
に
関
す
る
法
令
の
う
ち
、
同
十
六
年
（
一
八
八
三
）
八
月
三
日
付
の

太
政
官
第
三
十
二
号
達
と
同
二
十
三
年
（
一
八
九
○
）
四
月
二
十
五
日

付
の
内
閣
訓
令
第
四
号
の
二
つ
に
注
目
を
し
た
。
同
十
六
年
の
太
政

官
第
三
十
二
号
達
と
は
、
各
庁
に
お
い
て
外
国
人
を
雇
入
・
雇
継
・

増
給
す
る
場
合
に
は
予
め
伺
い
出
る
こ
と
、
外
国
人
を
解
雇
・
減
給

す
る
場
合
は
そ
の
都
度
、
届
け
出
る
こ
と
、
と
い
う
趣
旨
の
法
令
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
太
政
官
達
で
は
、
外
国
人
に
対
し
て
の
雇

入
・
増
給
・
雇
継
は
認
可
制
を
と
り
、
減
給
・
解
雇
に
お
い
て
は
届

出
制
を
と
る
と
い
う
こ
と
を
決
め
、
前
述
の
同
十
年
の
太
政
官
達
を

改
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

同
二
十
三
年
の
内
閣
訓
令
第
四
号
は
「
同
十
六
年
に
出
さ
れ
た
太

政
官
第
三
十
二
号
達
を
廃
止
す
る
。
但
し
外
国
人
の
雇
入
・
雇
継
・

雇
止
の
節
は
、
そ
の
時
々
に
内
閣
へ
報
告
す
ゞ
へ
し
」
と
い
う
も
の

で
、
外
国
人
の
雇
入
等
に
関
す
る
す
べ
て
の
項
目
に
つ
い
て
届
出
制

に
変
え
る
決
定
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
内
閣
訓
令
に
先
立

ひ
ん
し
ん

つ
、
同
年
四
月
十
八
日
に
出
さ
れ
た
内
閣
書
記
官
稟
申
に
は
、
以
下

の
よ
う
な
趣
旨
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。
一
、
各
庁
に
お
け
る
従

前
の
外
国
人
雇
入
等
は
、
明
治
十
六
年
太
政
官
三
十
二
号
達
に
よ
り

規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
同
十
八
年
官
制
改
革
の
際
よ
り
雇
継
及
び
給

料
の
増
加
は
各
省
限
り
施
行
し
、
最
初
の
雇
入
れ
の
承
従
前
の
通
り

閣
議
に
提
出
の
事
に
改
め
ら
れ
た
。
二
、
こ
れ
は
も
と
は
正
貨
の
濫
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出
を
防
ぐ
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
に
あ
っ
て
は
会
計
法

及
び
会
計
規
則
実
施
に
よ
り
、
総
て
予
算
経
費
の
外
に
支
出
の
途
は

な
い
の
で
、
別
に
検
束
を
加
え
る
こ
と
を
要
さ
な
い
。
三
、
よ
っ
て

自
今
各
庁
限
り
施
行
し
、
そ
の
時
々
内
閣
に
報
告
す
べ
き
こ
と
に
改

定
す
る
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
閣
書

記
官
稟
申
か
ら
、
明
治
政
府
の
外
国
人
雇
入
に
つ
い
て
の
方
針
の
変

記
官
稟
申
か
ら
、
明
治
政
声

遷
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
法
令
の
存
在
か
ら
、
同
十
六
年
を
第
一
、
同
二
十
三
年
を

第
二
の
御
雇
外
国
人
医
学
教
師
関
係
法
の
転
換
期
で
あ
る
と
考
え
て

い
》
①
。

（
順
天
堂
大
学
医
学
部
医
史
学
研
究
室
）
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私
は
整
形
外
科
医
で
あ
り
創
傷
処
置
に
つ
い
て
の
学
生
の
講
義
の

際
に
は
一
；
医
〈
自
然
ノ
臣
僕
ナ
リ
」
、
即
ち
創
を
治
す
の
は
自
然
の

力
で
あ
り
、
医
師
は
そ
の
手
伝
い
し
か
出
来
な
い
。
我
々
に
出
来
る

こ
と
は
手
術
と
言
う
手
段
を
使
っ
て
治
り
易
い
状
態
に
す
る
こ
と

で
、
少
な
く
も
そ
の
邪
魔
を
す
。
へ
き
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
き

た
。
し
か
し
そ
の
出
典
に
つ
い
て
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
ら
し
い
と
の
み

で
詳
し
い
こ
と
は
知
る
と
こ
ろ
が
無
か
っ
た
が
、
最
近
阿
知
波
氏
の

詳
細
な
論
述
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
を
追
い
な
が
ら
考
察
を
し

て
み
た
。

先
ず
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
は
氏
も
述
べ
ら
れ
た
如
く
己
〕
①

嘗
瀞
冨
色
国
一
切
善
の
加
曾
ぐ
画
貝
○
嘩
胃
肖
庁
な
る
言
葉
は
あ
る
が
、

「
医
〈
自
然
ノ
臣
僕
ナ
リ
」
な
る
語
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
ヒ
ポ

「
自
然
良
能
」
及
び
「
医
ハ
自
然
ノ
臣
僕

ナ
リ
」
思
想
の
回
帰

津
下
健
哉
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